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これまでに⾏政諸機関から発信された
学校運動・部活動⽀援の必要性について

「チームとしての学校」が求められ，
専⾨家との連携や分担のできる体制整備が重要

（中央審議会，2015）

体育の授業や運動部活動など，学校におけるスポー
ツ活動を安⼼して⾏うことができる環境を確保するた
め，地域の医療機関などの専⾨家等との連携を推進

（⽂部科学省，2010）

指導や健康管理においてトレーナー等の協⼒
を得ることも有意義（⽂部科学省，2013）



1,053,962件
年代別各負傷・疾病の割合

2018年日本スポーツ振興センター

75～80％

学校現場における負傷・疾病の実態



学校現場における負傷・疾病の実態

2018年日本スポーツ振興センター

課外活動

1,053,962件
年代別負傷・疾病時間帯



⾼校運動部活動におけるスポーツトレーナー関与に関する現状

関与率 32％〜63％ (剱持ら2012、⽯郷岡ら2017、⻄⼭ら2021）

関与効果
「競技成績の向上」
「⾃⼰管理を⾏う⽣徒が増えた」（⽯郷岡ら，2017）
「怪我⼈の減少」 （⽯郷岡ら，2017）
「体⼒づくり効果」 （並河ら，2007）

指導者の約70％〜95％が必要と感じている．
（福原ら，2009：⽯郷岡ら，2017：⼭⽥ら，2008）

必要性



運動部活動の充実を図るためには
どのような情報が必要ですか
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（2020年学校・スポーツ再会に向けたガイドライン活用に関する実態調査より）



２．合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進

ア 校⻑、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、学校部
活動の実施に当たっては、⽣徒の⼼⾝の健康管理（スポーツ障
害・外傷の予防やバランスのとれた学校⽣活への配慮等を含
む）、事故防⽌（活動場所における施設・設備の点検や活動にお
ける安全対策等）及び体罰・ハラスメントを根絶する。

イ 運動部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、
スポーツ医・科学の⾒地からは、トレーニング効果を得るために
休養を適切に取ることが必要であること、また、過度な練習がス
ポーツ障害・外傷のリスクを⾼め、必ずしも体⼒・運動能⼒の向
上につながらないことを等を正しく理解し、分野の特性等を踏ま
えた効率的・効果的なトレーニングの積極的な導⼊等により、休
養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られるよう指導を⾏う。

平成30年6月 安全で充実した運動部活動のためのガイドライン
令和5年3月 地域全体で⼦どもたちを育てる学校部活動及び地域クラブ活動の在り⽅に関するドライン

千葉県では「どこが」「誰が」それを担うかが記載されていない



他の自治体の取り組み事例：愛知県の場合

「運動部活動指導の工夫・改善支援事業」

スポーツ指導理論等に基づいた効果的な指導方法を調査研究す
ることを目的として、スポーツ医・科学的な知見を持った公認ア
スレティックトレーナーが外部指導者・部顧問と連携して活動

派遣校 2015年度⾼等学校28校（28運動部）
2016年度⾼等学校25校（28運動部）、中学校6校（7運動部）

指導内容 ウォームアップ、クールダウン、救急対応
姿勢の確認と改善⽅法、柔軟性の確認と改善⽅法

地域スポーツの活性化に向けて総合型地域スポーツクラブの支援

2023年度から ＊報道発表資料より抜粋

スポーツ教室等の充実に取り組むクラブに対して、県内の競技団体の指導者
や、スポーツ医科学⼈材（アスレティックトレーナーなど）を派遣

h"ps://www.pref.aichi.jp/uploaded/a"achment/294423.pdf

h'ps://www.pref.aichi.jp/uploaded/a'achment/453001.pdf



h"ps://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/R3seikahoukokusyo/R3_summary_02-7_nagano.pdf

他の自治体の取り組み事例：長野県の場合
「運動部活動支援事業：コンディショニングサポート派遣」

運動部活動に所属する⽣徒のスポーツ傷害の予防、コンディショニン
グ、等について専⾨的な知⾒を有するアスレティックトレーナーを派遣
し、発育発達期にある中学⽣のスポーツ活動をサポート



他の自治体の取り組み事例：茨城県の場合
「部活動の運営方針」

合理的かつ効率的・効果的な活動の推進のための取り組み
ア部顧問対象研修の設定
○教育委員会、学校及び各種団体等においては地域移⾏を視野に⼊れながら、特に競
技・指導経験がない部顧問に対して、指導に必要な基礎的・基本的な知識の習得や、
⽣徒に対応する部顧問としての資質の向上を期して、必要な研修の機会を設定する。
さらに、専⾨的かつ⾼度な知識に基づく科学的なトレーニング理論や、できるだけ短時
間に合理的でかつ効率的・効果的な活動の指導⽅法の習得をめざす部顧問に対して
も、研修の機会を設ける。
○学校は、教育委員会や各種団体等が⾏う部顧問対象の研修、部活動指導員の募集・
研修等に協⼒する。
イリスクマネジメントのための専⾨的指導⼒を⾼める取組
○運動部顧問は、科学的な⾒地に基づき最⼤のトレーニング効果を得るため、計画的
に休養⽇を設定することが必要なこと、また過度の練習はスポーツ障害・外傷のリス
クを⾼め、必ずしも体⼒・運動能⼒の向上につながらないこと等を正しく理解する。
また、専⾨的知⾒を有する保健体育担当の教員や養護教諭、学校医及びアスレティック
トレーナーを含む有資格者等と連携・協⼒して、発育・発達の個⼈差をはじめ、特に
成⻑期における体と⼼の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を⾏う。

令和4年12月 茨城県教育委員会「部活動の運営の⽅針」



他の自治体の取り組み事例：東京都の場合

h"ps://www.taiiku-kenko-edu.metro.tokyo.lg.jp/club_ac<vity/index.html

h"ps://at-japannet.jp/?Dclid=IwAR2SkfCNtAewbTOpchdA9jhwyugpc9UW2mxYZ2TLMX1CyeK7Vlq4oHYlUcQ

民間に委託



教育委員会スポーツ
振興協会

アスレティックトレーナー

ケガ予防、ウォームアップ、クールダウン、安全管理など

教員のサポート・コンシェルジュのような存在

スポーツ医科学の専門家（アスレティックトレーナーなど）
定期的

（例：１回/週）
定期的

（例：１回/週）
定期的

（例：１回/週）
定期的

（例：１回/週）
定期的

（例：１回/週）
定期的

（例：１回/週）

など

各自治体は「どこがそれを担当するのか」「誰がそれを担うのか」
を含めて示している



地域スポーツクラブ移⾏した場合における
指導者の質の担保はどこまでの範囲か

学校の働き⽅改⾰を踏まえた部活動改⾰
▶部活動を学校主体から地域主体の取り組みにしていく.

(スポーツ庁, 2020)

地域スポーツクラブ
スポーツ活動中におけるスポーツ外傷・障害の実態
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